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令和７年度 保育士等配置基準改善事業補助金　第２期の分割請求について

日頃から、本市保育行政にご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
標記につきまして、令和７年５月に貴園に対して当初交付決定を行っておりますが、第２期の分割請求について、以下のとおりご案内させて頂きます。

１－１　第２期の分割請求を希望しない場合　
　　　　特段の作業はございません。実績報告の際に、交付決定額との差額をお支払いいたします。

１－２　第２期の分割請求を希望する場合　
（１）別添エクセルの以下のシートをご入力ください。
①基本情報
②－１職員名簿、②－２勤務時間数入力01のエクセル

③児童数及び保育士定数 (2)-(1)
⑤基本加算１(3)
⑥基本加算２(4) 
⑦基本加算３(5)【補足： 常勤保育士及び短時間保育士の定義】
　当該補助金については、令和４年度以前と同様、以下の定義で入力をお願いします。
　　→　常　勤：園の就業規則で定める常勤時間以上の勤務を行う者
　　　　非常勤：園の就業規則で定める常勤時間未満の勤務を行う者
　※今後、国等の動向を踏まえ、変更する場合は別途ご連絡いたします。

⑧一般加算１(6)
⑨一般加算２(7)
⑩特定加算１(8)
⑪特定加算２(9)

（２）別添エクセルの「様式３（一番右のシート）」の１７行目をご確認ください。
　→　特にメッセージが無ければ、第２期の分割請求が可能です。
　　　別添のエクセルをメールにて提出ください（詳細は「様式３」シート欄外参照）。
　→　メッセージが表示された場合は、戻入の可能性があるため、第２期の分割請求は原則不可です。
　　　（メッセージが表示されるものの、当初交付申請時（令和７年４月～５月）の当課とのやり取りを踏まえ、戻入の可能性がないと思われる場合は、データを送付の上、お電話でご相談ください。）

２　第２期の分割請求を行う場合の提出期限
令和７年９月３０日（火）必着（別添のエクセルをメール提出）
　※押印省略に伴い、紙での提出は不要です。
※１０月末～１１月支払予定〒260-8722　千葉市中央区千葉港１－１　高層棟8階
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